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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　
回次 第88期中 第89期中 第90期中 第88期 第89期

会計期間

自　平成18年
　　３月１日
至　平成18年
　　８月31日

自　平成19年
　　３月１日
至　平成19年
　　８月31日

自　平成20年
　　３月１日
至　平成20年
　　８月31日

自　平成18年
　　３月１日
至　平成19年
　　２月28日

自　平成19年
　　３月１日
至　平成20年
　　２月29日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 24,976 24,694 24,154 52,603 50,763

経常利益 (百万円) 266 291 307 1,296 619

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △2,719 △770 264 △2,240 902

純資産額 (百万円) 14,164 13,587 18,855 14,541 18,796

総資産額 (百万円) 47,026 54,666 52,339 55,943 56,116

１株当たり純資産額 (円) 314.38 302.05 335.46 322.94 334.21

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) △60.35 △17.11 4.70 △49.73 19.26

潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)
純利益

(円) ― ─ ─ ― ―

自己資本比率 (％) 30.1 24.9 36.0 26.0 33.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 405 485 610 2,088 1,528

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 167 650 △197 △92 3,037

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,161 △1,426 △3,271 △3,722 △1,862

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 826 1,462 1,597 1,753 4,456

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
626
(482)

604
(479)

604
(487)

627
(487)

615
(478)

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 18,419 17,774 17,516 37,956 36,775

経常利益 (百万円) 187 32 272 1,121 520

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △2,489 △989 225 △2,025 784

資本金 (百万円) 4,681 4,681 6,462 4,681 6,462

発行済株式総数 (千株) 45,348 45,348 56,618 45,348 56,618

純資産額 (百万円) 13,630 12,817 18,160 13,988 18,136

総資産額 (百万円) 39,968 38,209 45,445 39,267 40,084

１株当たり配当額 (円) ― ─ ─ 3 3

自己資本比率 (％) 34.1 33.5 40.0 35.6 45.2

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
387
(187)

370
(179)

363
(182)

376
(183)

365
(178)

　 (注) １　上記売上高には、消費税等は含まれていない。
２　第90期中及び89期の連結及び提出会社の経営指標等の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、潜在
株式が存在しないため記載していない。

３　第88期中、第89期中及び第88期の連結及び提出会社の経営指標等の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純
利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要

な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年８月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

百貨店業 452  ( 305 )

不動産賃貸業 7  (  ─ )

運送業 68  ( 158 )

その他の事業 77  (  24 )

合計 604  ( 487 )

(注)　１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数については、中間連結会計期間平均人数を外数で記載している。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年８月31日現在

従業員数(名) 363 (182)

(注)　１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数については、中間会計期間平均人数を外数で記載している。

　

　

(3) 労働組合の状況

当社には関連企業を含め、448名(平成20年８月31日現在)で組織されている丸栄労働組合があり、日本

サービス・流通労働組合連合(ＪＳＤ)に加盟している。

会社と組合の関係は良好である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間における日本経済は、米国に端を発したサブプライム問題による金融・株式市場

の混乱、円高の進行、原油の高騰による原材料・エネルギー価格高などが企業収益や家計に影響を与え、

景気は回復の停滞状態から徐々に弱含みへと変動してきた。

　こうした中、当社グループの主たる事業分野である百貨店業界においては、ガソリンや食品価格の上昇、

所得の伸び悩み、雇用改善の足踏みなどといった消費マインドの低下要因もあり、全国百貨店売上高は

６ヶ月連続の前年割れという結果となった。

　名古屋地区に目を向けると、名古屋駅前地区については昨年の再開発効果による売上実績が重く、また

当社が位置する栄地区においても消費や商環境を取り巻く厳しい状況変化の影響を受け、全国と同様な

推移となった。

　このような状況下、当社グループは業績の向上と経営の効率化を目標に、引き続き様々な諸課題への対

応と継続的な収益構造の改革による財務基盤の強化に取り組んできたが、当中間連結会計期間のグルー

プの売上高は241億５千４百万円（前年同期比97.8%）となった。利益面については、営業利益は４億７千

万円（前年同期比73.3％）、経常利益は３億７百万円（前年同期比105.5％）となった。また特別利益と

して役員退職慰労引当金戻入額など６千７百万円を計上する一方、特別損失として固定資産廃却損など

１億１千９百万円を計上した結果、中間純利益は２億６千４百万円（前年同期比10億３千４百万円の増

加）となった。　

　

事業のセグメント別の売上高、その他の概況は次のとおりである。

　

①　百貨店業

百貨店業においては、食料品および婦人服フロアを中心としたリニューアルを実施し、特に当社のス

トロングポイントである婦人ヤング・キャリア衣料については、スクラップ＆ビルドによるブランド

の再編成を行うなど、当社の特徴をさらに活かすべく積極的な売場の再構築に取り組んだ。

　また、本年は会社設立65周年に当たり「いままでも これからも。65thANNIVERSARY」をキャッチフ

レーズに全館的な記念催事やイベントを開催し、集客の向上と売上の拡大を図った。

　加えて、ISO14001取得企業としてレジ袋削減など、営業活動を通した環境保全への取り組みにも積極

的に参画した。

　一方、株式会社豊橋丸栄においては、婦人雑貨および婦人ミセス衣料のフロアをリニューアルすると

ともに、様々な魅力ある催事を開催した。特に「コーチ」を導入することにより豊橋地区での存在感の

アップと地域他店との差別化を図り、新規顧客の獲得と相乗効果による店全体の売上の嵩上げを目指

した。

　しかし、グループ百貨店業の売上高は216億３千９百万円（前年同期比98.3％）となった。利益面につ

いては、さらなる経費の圧縮に努めたものの、営業利益は１千２百万円（前年同期比22.2％）と厳しい

結果になった。

②　不動産賃貸業

不動産賃貸業においては、新規テナントの導入を図るとともに、オフィスの稼働率向上に取り組んだ

が、売上高は11億４百万円（前年同期比82.1％）、営業利益は３億１百万円（前年同期比50.7％）と

なった。
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③　運送業

運送業においては、売上高は６億２千６百万円（前年同期比102.2％）となったが、利益面では同業

他社との激しい競合による利益率の低下や燃料費の高騰などにより、営業利益は１千５百万円（前年

同期比67.0％）となった。

　

④　その他の事業

その他の事業については、飲食業において積極的な新規店舗のオープンと営業活動の強化により、売

上高は７億８千４百万円（前年同期比108.4％）となったが、利益面では一層の経費の削減に取り組ん

だものの、原材料費等の高騰を吸収しきれず、営業損失２千６百万円（前年同期比５百万円の損失減

少）となった。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末

に比べ28億５千８百万円減少し、15億９千７百万円となった。

　

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

営業活動の結果得られた資金は、６億１千万円となった。（前年同期と比べ１億２千４百万円の増

加）

　これは、主に税金等調整前中間純利益２億５千６百万円と減価償却費５億８千７百万円の調整による

増加、また仕入債務の減少額３億１千万円による。

　

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

投資活動の結果使用した資金は、１億９千７百万円となった。（前年同期は６億５千万円の収入）

　これは、主に有形固定資産の取得による支出３億５千５百万円、また定期預金の払戻による収入１億

３千６百万円による。

　

「財務活動によるキャッシュ・フロー」

財務活動の結果使用した資金は、32億７千１百万円となった。（前年同期と比べ18億４千５百万円の

支出増）

　これは、主に長期借入金の返済による支出111億４千６百万円により減少し、長期借入による収入72億

１千万円により増加したことによる。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 当社及び当社の関係会社においては、百貨店業、不動産賃貸業、運送業及びその他の事業を行っており、

生産及び受注については該当事項はない。

　

(2) 販売の状況

当中間連結会計期間における販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

百貨店業 21,639 98.3

不動産賃貸業 1,104 82.1

運送業 626 102.2

その他の事業 784 108.4

合計 24,154 97.8

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はない。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はない。

　

５ 【研究開発活動】

特記すべき事項はない。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

特記すべき事項はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 165,940,000

計 165,940,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 56,618,88756,618,887
東京、名古屋、
各証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 56,618,88756,618,887― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当する事項はない。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当する事項はない。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年３月１日～
平成20年８月31日

― 56,618,887― 6,462 ― 3,774

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

興和株式会社 名古屋市中区錦三丁目６番29号 16,227 28.66

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,288 5.80

株式会社ドン・キホーテ 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 2,455 4.33

丸榮協栄会
名古屋市中区栄三丁目３番１号
㈱丸栄内

2,350 4.15

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,173 3.83

日本トラスティ・サ－ビス信託
銀行株式会社
(中央三井アセット信託銀行再
信託分・CMTBエクイティインベ
ストメンツ株式会社信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,760 3.10

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,457 2.57

中　林　智　子 名古屋市瑞穂区 1,241 2.19

川　崎　晃　義 名古屋市千種区 1,194 2.10

清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番３号 830 1.46

計 ― 32,976 58.24

(注) １　丸榮協栄会は当社の取引先企業で構成されている持株会である。

２　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成20年７月16日付で提出された大量保有報告書（変更

報告書）により、平成20年７月９日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当

中間会計期間末時点における所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況には含めてい

ない。

　　なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,173 3.84

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 248 0.44

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,936 5.19

　

３　中央三井トラスト・ホールディングス株式会社から平成20年２月18日付で提出された大量保有報告書（変更

報告書）により、平成20年２月12日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当

中間会計期間末時点における所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況には含めてい

ない。

　　なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

中央三井アセット信託銀行株式
会社

東京都港区芝三丁目23番１号 925 1.63

CMTBエクイティインベストメン
ツ株式会社

東京都港区芝三丁目33番１号 1,760 3.11
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 410,000

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 55,102,000 55,102 同上

単元未満株式 普通株式 1,106,887― 同上

発行済株式総数 56,618,887― ―

総株主の議決権 ― 55,102 ―

(注) １　「単元未満株式数」の欄には、当社所有の自己株式763株が含まれている。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社 丸　栄

名古屋市中区栄
三丁目３番１号

410,000 － 410,000 0.72

計 ― 410,000 － 410,000 0.72

　

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 328 323 330 343 335 335

最低(円) 290 285 298 310 313 301

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものを記載している。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前中間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)は、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成している。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成19年３月１日から

平成19年８月31日まで)及び前中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)並びに当中間

連結会計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)及び当中間会計期間(平成20年３月１日から

平成20年８月31日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あずさ監査法人により中間監査

を受けている。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

　

前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

資産の部

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 ※１ 1,625 1,658 4,641

　２　受取手形及び
　　　売掛金

※２ 1,429 1,210 1,407

　３　たな卸資産 1,552 1,448 1,548

　４　繰延税金資産 275 203 173

　５　その他 1,088 1,133 1,162

　６　貸倒引当金 △16 △14 △17

　　　流動資産合計 5,95410.9 5,63810.8 8,91715.9

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　１　建物 ※１ 34,139 33,262 33,164

　　　　減価償却
　　　　累計額

18,02516,113 18,47514,786 18,00415,160

　　２　器具及び備品 1,815 1,901 1,829

　　　　減価償却
　　　　累計額

1,380 435 1,438 462 1,398 430

　　３　土地 ※１ 28,154 27,550 27,550

　　４　その他 172 121 158

　　　　減価償却
　　　　累計額

108 64 108 12 107 51

　　　有形固定資産
　　　合計

44,768 42,812 43,192

　(2) 無形固定資産 72 139 142

　(3) 投資その他の
　　　資産

　　１　投資有価証券 ※１ 2,710 2,689 2,707

　　２　長期貸付金 19 18 19

　　３　差入保証金 633 534 609

　　４　長期未収入金 17 15 16

　　５　繰延税金資産 98 86 103

　　６　その他 427 399 396

　　７　貸倒引当金 △55 △26 △26

　　　投資その他の
　　　資産合計

3,851 3,718 3,827

　　　固定資産合計 48,69289.1 46,67089.2 47,16284.0

Ⅲ　繰延資産

　　１　社債発行費 19 31 35

　　　繰延資産合計 19 0.0 31 0.0 35 0.1

　　　資産合計 54,666100.0 52,339100.0 56,116100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

負債の部

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び
　　　買掛金

※２ 3,754 3,516 3,827

　２　短期借入金 ※１ 2,332 2,673 1,480

　３　１年以内
　　　返済予定の
　　　長期借入金

※１ 5,239 4,213 12,404

　４　１年以内
　　　償還予定の
　　　社債

440 650 670

　５　未払費用 442 495 608

　６　未払法人税等 16 14 24

　７　賞与引当金 12 12 4

　８　ポイント金券
　　　引当金

57 62 59

　９　未使用商品券等
　　　引当金

933 774 845

　10　その他 2,638 2,629 2,693

　　　流動負債合計 15,86729.0 15,04228.8 22,61640.3

Ⅱ　固定負債

　１　社債 1,050 1,400 1,725

　２　長期借入金 ※１ 16,741 9,837 5,582

　３　再評価に係る
　　　繰延税金負債

4,699 4,576 4,576

　４　繰延税金負債 896 876 890

　５　退職給付引当金 539 588 569

　６　役員退職慰労
　　　引当金

243 129 264

　７　預り保証金 987 845 873

　８　その他 52 188 222

　　　固定負債合計 25,21146.1 18,44135.2 14,70326.2

　　　負債合計 41,07875.1 33,48464.0 37,32066.5
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

純資産の部

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 4,6818.6 6,46212.3 6,46211.5

　２　資本剰余金 1,9933.6 3,7747.2 3,7746.7

　３　利益剰余金 129 0.2 1,9613.7 1,8663.4

　４　自己株式 △80△0.1 △95△0.1 △85△0.2

　　　株主資本合計 6,72412.3 12,10223.1 12,01721.4

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

48 0.1 1 0.0 27 0.1

　２　土地再評価
　　　差額金

6,81512.5 6,75112.9 6,75112.0

　　　評価・換算差額
　　　等合計

6,86312.6 6,75212.9 6,77812.1

　　　純資産合計 13,58724.9 18,85536.0 18,79633.5

　　　負債及び純資産
　　　合計

54,666100.0 52,339100.0 56,116100.0
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② 【中間連結損益計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 24,694100.0 24,154100.0 50,763100.0

Ⅱ　売上原価 19,08777.3 18,82878.0 39,43277.7

　　　売上総利益 5,60622.7 5,32522.0 11,33022.3

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

　１　広告宣伝費 308 260 616

　２　集金手数料 116 117 235

　３　役員報酬及び
　　　従業員給料手当

1,995 1,968 3,908

　４　従業員賞与金 61 71 237

　５　賞与引当金
　　　繰入額

12 11 4

　６　退職給付費用 86 86 188

　７　役員退職慰労
　　　引当金繰入額

17 9 38

　８　福利厚生費 225 225 461

　９　賃借料 602 568 1,193

　10　光熱費 237 243 470

　11　諸税 131 128 262

　12　減価償却費 405 439 813

　13　その他 764 4,96420.1 723 4,85520.1 1,5389,96819.6

　　　営業利益 642 2.6 470 1.9 1,3612.7

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 14 8 21

　２　受取配当金 24 15 26

　３　売場改装協力金 48 107 98

　４　持分法による
　　　投資利益

32 27 55

　５　雑収益 46 167 0.7 31 190 0.8 91 292 0.5

EDINET提出書類

株式会社丸栄(E03022)

半期報告書

15/65



　
前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 394 244 763

　２　雑費用 123 518 2.1 108 353 1.4 271 1,0342.0

　　　経常利益 291 1.2 307 1.3 619 1.2

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※１ ─ ─ 1,803

　２　投資有価証券
　　　売却益

680 3 680

　３　役員退職慰労
　　　引当金戻入額

─ 64 ─

　４　その他 ─ 680 2.7 ─ 67 0.3 1 2,4844.9

Ⅶ　特別損失

　１　役員退職慰労
　　　引当金繰入額

248 ─ 248

　２　固定資産廃却損 ※２ 111 107 383

　３　貸倒引当金
　　　繰入額

1 0 1

　４　未使用商品券等
　　　引当金繰入額

1,045 ─ 1,045

　５　リース解約損 117 ─ 121

　６　その他 7 1,5316.2 11 119 0.5 213 2,0133.9

　　　税金等調整前
　　　中間(当期)
　　　純利益又は
　　　税金等調整前
　　　中間純損失(△)

△559△2.3 256 1.1 1,0912.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

4 4 8

　　　法人税等調整額 205 210 0.8 △12 △8 △0.0 179 188 0.4

　　　中間(当期)
　　　純利益又は
　　　中間純損失(△)

△770△3.1 264 1.1 902 1.8
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(百万円) 4,681 1,993 1,034 △65 7,643

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △135 △135

　中間純損失 △770 △770

　自己株式の取得 △14 △14

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

─ ─ △905 △14 △919

平成19年８月31日残高(百万円) 4,681 1,993 129 △80 6,724

　

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 82 6,815 6,897 14,541

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △135

　中間純損失 ─ △770

　自己株式の取得 ─ △14

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

△34 △34 △34

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△34 ─ △34 △953

平成19年８月31日残高(百万円) 48 6,815 6,863 13,587
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当中間連結会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高(百万円) 6,462 3,774 1,866 △85 12,017

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △168 △168

　中間純利益 264 264

　自己株式の取得 △10 △10

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

─ ─ 95 △10 84

平成20年８月31日残高(百万円) 6,462 3,774 1,961 △95 12,102

　

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成20年２月29日残高(百万円) 27 6,751 6,778 18,796

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △168

　中間純利益 ─ 264

　自己株式の取得 ─ △10

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

△25 △25 △25

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△25 ─ △25 59

平成20年８月31日残高(百万円) 1 6,751 6,752 18,855
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前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(百万円) 4,681 1,993 1,034 △65 7,643

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 1,780 1,780 3,561

　剰余金の配当 △135 △135

　当期純利益 902 902

　自己株式の取得 △19 △19

　土地再評価差額金の取崩 64 64

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

1,780 1,780 831 △19 4,373

平成20年２月29日残高(百万円) 6,462 3,774 1,866 △85 12,017

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 82 6,815 6,897 14,541

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 ─ 3,561

　剰余金の配当 ─ △135

　当期純利益 ─ 902

　自己株式の取得 ─ △19

　土地再評価差額金の取崩 ─ 64

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

△54 △64 △119 △119

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△54 △64 △119 4,254

平成20年２月29日残高(百万円) 27 6,751 6,778 18,796
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー
　　　税金等調整前中間(当期)
　　　純利益又は税金等調整前
　　　中間純損失(△)

△559 256 1,091

　　　減価償却費 571 587 1,146

　　　減損損失 ─ 11 7

　　　負ののれん償却額 △8 ─ △16

　　　貸倒引当金の増減額 2 △ 2 △26

　　　賞与引当金の増加額 8 7 0

　　　未使用商品券等引当金の
　　　増減額

933 △ 71 845

　　　退職給付引当金の増加額 0 19 30

　　　役員退職慰労引当金の
　　　増減額

243 △134 264

　　　受取利息及び受取配当金 △39 △24 △47

　　　支払利息 394 244 763

　　　固定資産売却益 ─ ─ △1,803

　　　固定資産廃却損 111 107 383

　　　投資有価証券売却益 △680 △3 △680

　　　売上債権の増減額 △ 17 197 3

　　　たな卸資産の減少額 112 100 116

　　　仕入債務の減少額 △512 △310 △440

　　　未払消費税等の減少額 △ 8 △ 15 △6

　　　その他 298 △ 47 622

　　　小計 851 922 2,253

　　　利息及び配当金の受取額 43 30 52

　　　利息の支払額 △395 △334 △753

　　　法人税等の支払額 △14 △8 △24

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

485 610 1,528
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前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動による
　　キャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入
　　　による支出

△27 △11 △54

　　　定期預金の払戻
　　　による収入

46 136 51

　　　投資有価証券の取得
　　　による支出

△376 △6 △378

　　　投資有価証券の売却
　　　による収入

735 10 735

　　　投資有価証券の償還
　　　による収入

500 ─ 500

　　　有形固定資産の取得
　　　による支出

△182 △355 △341

　　　有形固定資産の売却
　　　による収入

0 0 2,826

　　　有形固定資産の廃却
　　　に伴う支出

△33 △13 △128

　　　無形固定資産の取得
　　　による支出

─ △5 △71

　　　貸付金による支出 ─ △1 △3

　　　貸付金の回収による収入 0 2 2

　　　差入保証金の差入れ
　　　による支出

─ △3 △2

　　　差入保証金の返還
　　　による収入

5 79 32

　　　預り保証金の返還
　　　による支出

△41 △38 △187

　　　預り保証金の受入
　　　による収入

18 10 49

　　　その他 5 ─ 6

　　　投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

650 △197 3,037

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増加額 966 1,193 113

　　　長期借入による収入 650 7,210 1,250

　　　長期借入金の返済
　　　による支出

△3,166 △11,146 △7,755

　　　社債の発行による収入 491 ─ 1,721

　　　社債の償還による支出 △220 △345 △565

　　　自己株式の取得
　　　による支出

△14 △10 △19

　　　株式の発行による収入 ─ ─ 3,537

    　配当金の支払額 △133 △167 △134

　　　その他 ─ △5 △10

　　　財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

△1,426 △3,271 △1,862

Ⅳ　現金及び現金同等物の
　　増減額

△290 △2,858 2,703

Ⅴ　現金及び現金同等物の
　　期首残高

1,753 4,456 1,753

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　中間期末(期末)残高

1,462 1,597 4,456
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(1) 連結の範囲に関す
る事項

①　連結子会社の数　６社
　　連結子会社の名称
　　　㈱豊橋丸栄、㈱国際フー
ドサービス、㈱栄工社、
㈱丸栄友の会、栄イン
ベストメント㈲、栄イ
ンベストメント有限責
任中間法人

①　連結子会社の数 ７社
　　連結子会社の名称
　　　㈱豊橋丸栄、㈱丸栄豊
橋、㈱国際フードサー
ビス、㈱栄工社、㈱丸栄
友の会、栄インベスト
メント㈲、栄インベス
トメント有限責任中間
法人

　　 なお、㈱丸栄豊橋は、平
成20年６月13日付けに
て清算結了している。

①　連結子会社の数　７社
　　連結子会社の名称
　　　㈱豊橋丸栄、㈱丸栄豊
橋、㈱国際フードサー
ビス、㈱栄工社、㈱丸栄
友の会、栄インベスト
メント㈲、栄インベス
トメント有限責任中間
法人
　㈱丸栄豊橋（旧㈱豊
橋丸栄）は、平成20年
２月１日、会社分割に
より新規設立された㈱
豊橋丸栄に全ての事業
を引き継ぐとともに社
名を変更したものであ
る。

②　非連結子会社の名称
　　　㈱ファミリーフード
　なお、上記非連結子会社１
社の総資産、売上高、中間純
損益及び利益剰余金等のう
ち持分に見合う額は連結会
社のそれら合計額に比し、
小規模であり、全体として
も中間連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないの
で、連結の範囲には含めて
いない。

 

②　非連結子会社の名称
　　　㈱ファミリーフード

同左
 

②　非連結子会社の名称
　　　㈱ファミリーフード
　上記非連結子会社１社の
総資産、売上高、当期純損益
及び利益剰余金等のうち持
分に見合う額は連結会社の
それら合計額に比し、小規
模であり、全体としても連
結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないので、連結
の範囲には含めていない。

(2) 持分法の適用に関
する事項

①　持分法適用の関連会社
数　　　　　　　　１社

　　会社名
　　栄地下センター㈱

①　持分法適用の関連会社
数　　　　　　　　１社

　　会社名
　　栄地下センター㈱

①　持分法適用の関連会社
数　　　　　　　　１社

　　会社名
　　栄地下センター㈱

②　持分法を適用していな
い非連結子会社の名称

　　㈱ファミリーフード
　また、持分法を適用してい
ない非連結子会社１社の中
間純損益及び利益剰余金等
のうち持分に見合う額の合
計額は、小規模であり、全体
としても連結純損益及び連
結利益剰余金等に重要な影
響を及ぼしていないため、
持分法の適用から除いてい
る。

②　持分法を適用していな
い非連結子会社の名称

　　㈱ファミリーフード
同左

②　持分法を適用していな
い非連結子会社の名称

　　㈱ファミリーフード
　また、持分法を適用してい
ない非連結子会社１社の当
期純損益及び利益剰余金等
のうち持分に見合う額は、
小規模であり、全体として
も連結当期純損益及び連結
利益剰余金に重要な影響を
及ぼしていないため、持分
法の適用から除いている。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(3) 連結子会社の

（中間）決算日等

　に関する事項

連結子会社の中間決算日

は、栄インベストメント㈲

（７月31日）及び栄インベ

ストメント有限責任中間法

人（７月31日）を除き、中

間連結決算日と一致してい

る。なお、上記連結子会社２

社については、同社の中間

決算日現在の中間財務諸表

を使用して連結決算を行っ

ている。

　

連結子会社の中間決算日

は、栄インベストメント㈲

（６月30日）及び栄インベ

ストメント有限責任中間法

人（６月30日）を除き、中

間連結決算日と一致してい

る。なお、上記連結子会社２

社については、同社の中間

決算日現在の中間財務諸表

を使用して連結決算を行っ

ており、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っている。なお、栄イ

ンベストメント㈲及び栄イ

ンベストメント有限責任中

間法人は、当中間連結会計

期間より中間決算日を変更

している。

連結子会社の決算日は、栄

インベストメント㈲（１月

31日）及び栄インベストメ

ント有限責任中間法人（１

月31日）を除き、連結決算

日と一致している。なお、上

記連結子会社２社について

は、同社の決算日現在の財

務諸表を使用して連結決算

を行っている。

(4) 会計処理基準に関

する事項

①　重要な資産の評価基準

及び評価方法

　　有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定している)

①　重要な資産の評価基準

及び評価方法

　　有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの
同左

①　重要な資産の評価基準

及び評価方法

　　有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

している)

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価

法

　　　時価のないもの
同左

　　　時価のないもの
同左

　　デリバティブ

　　　時価法

　　デリバティブ
同左

　　デリバティブ
同左

　　たな卸資産

　　　商品については、主とし

て売価還元法による原

価法

　　　その他のたな卸資産に

ついては先入先出法に

よる原価法

　　たな卸資産
同左

　　たな卸資産
同左
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

②　重要な減価償却資産の

減価償却の方法

　有形固定資産

　建物

　　平成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、主に旧定額法によっ

ている。

　平成19年４月１日以降

に取得したものについて

は、主に定額法によって

いる。

　なお、平成10年度の税制

改正により、耐用年数の

短縮が行なわれている

が、改正前の耐用年数を

継続して適用している。

 

　その他

　　平成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、主に旧定率法によっ

ている。

　平成19年４月１日以降

に取得したものについて

は、主に定率法によって

いる。

 

 

②　重要な減価償却資産の

減価償却の方法

　有形固定資産
同左

 

②　重要な減価償却資産の

減価償却の方法

　　有形固定資産

　　　　　　同左

 

 

 

  無形固定資産

　　定額法

　　　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法

  無形固定資産
同左

  無形固定資産
同左
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

③　重要な繰延資産の処理

方法

　社債発行費

　　社債の償還期間にわた

り、定額法により償却

（月割償却）している。

なお、会社法施行前に発

生した社債発行費につい

ては、３年間で均等償却

している。

③　重要な繰延資産の処理

方法

　社債発行費

　　社債の償還期間にわた

り、定額法により償却

（月割償却）している。

 

③　重要な繰延資産の処理

方法

　社債発行費

　　社債の償還期間にわた

り、定額法により償却

（月割償却）している。

なお、会社法施行前に発

生した社債発行費につい

ては、３年間で均等償却

している。

――― ―――

 
　株式交付費

　　支出時に全額費用として

いる。

④　重要な引当金の計上基

準

　　貸倒引当金

　　　将来における債権の貸

倒れによる損失に備え

るため、一般債権につ

いては、貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収

可能性を検討し回収不

能見込額を計上してい

る。

④　重要な引当金の計上基

準

　　貸倒引当金

同左

④　重要な引当金の計上基

準

　　貸倒引当金

同左

　　賞与引当金

　　　従業員に対する賞与の

支出に備えるために、

賞与支給見込額を計上

している。

　　賞与引当金

同左

　　賞与引当金

同左

　　ポイント金券引当金

　　　ポイントカードの使用

により付与されたポイ

ントの将来の使用に備

えるため、当中間連結

会計期間末におけるポ

イント金券残高に対す

る将来使用されると見

込まれる額のうち費用

負担となる原価相当額

を計上している。

　　ポイント金券引当金

同左

 

 

　　ポイント金券引当金

　　　ポイントカードの使用

により付与されたポイ

ントの将来の使用に備

えるため、連結会計年

度末におけるポイント

金券残高に対する将来

使用されると見込まれ

る額のうち費用負担と

なる原価相当額を計上

している。

　　未使用商品券等引当金

　　　当社グループが発行し

ている商品券等の未使

用分のうち、過年度に

おいて発行から一定期

間経過後収益に計上し

たものについて、将来

の使用に備えるため、

過去の実績に基づく将

来の使用見込額を計上

している。

　　未使用商品券等引当金

同左

 

　　未使用商品券等引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

　　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計
年度末における退職給
付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中
間連結会計期間末にお
いて発生していると認
められる額を計上して
いる。

　　　なお、会計基準変更時差
異については、15年償
却することとし、当中
間連結会計期間におい
てその２分の１を販売
費及び一般管理費に計
上している。

　　　数理計算上の差異は、各
連結会計年度の発生時
における従業員の平均
残存勤務期間以内の一
定の年数(12年)による
定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度より費用
処理している。

　　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計
年度末における退職給
付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中
間連結会計期間末にお
いて発生していると認
められる額を計上して
いる。

　　　なお、会計基準変更時差
異については、15年償
却することとし、当中
間連結会計期間におい
てその２分の１を販売
費及び一般管理費に計
上している。

　　　数理計算上の差異は、各
連結会計年度の発生時
における従業員の平均
残存勤務期間以内の一
定の年数(11年)による
定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度より費用
処理している。

 

　　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計
年度末における退職給
付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当連
結会計年度末において
発生していると認めら
れる額を計上してい
る。

　　　なお、会計基準変更時差
異については、15年償
却することとし、当連
結会計年度において販
売費及び一般管理費に
計上している。

　　　数理計算上の差異は、各
連結会計年度の発生時
における従業員の平均
残存勤務期間以内の一
定の年数(11年)による
定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度より費用
処理している。

　　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支
給に備えるため、内規
に基づく当中間連結会
計期間末要支給見積額
を計上している。

　　役員退職慰労引当金
同左

 

　　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支
給に備えるため、内規
に基づく当連結会計年
度末要支給見積額を計
上している。

⑤　重要なリース取引の処
理方法

　　リース物件の所有権が借
主に移転すると認められ
るもの以外のファイナン
ス・リース取引について
は通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理
によっている。

⑤　重要なリース取引の処
理方法

同左

⑤　重要なリース取引の処
理方法

同左

⑥　重要なヘッジ会計の方
法

　　繰延ヘッジ等のヘッジ会
計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用
している。

　　　金利スワップ及び金利
キャップについては特
例処理の要件を満たし
ている場合は特例処理
を採用している。

⑥　重要なヘッジ会計の方
法

　　繰延ヘッジ等のヘッジ会
計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用
している。

　　　金利スワップについて
は特例処理の要件を満
たしている場合は特例
処理を採用している。

⑥　重要なヘッジ会計の方
法

　　繰延ヘッジ等のヘッジ会
計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用
している。

　　　金利スワップ及び金利
キャップについては特
例処理の要件を満たし
ている場合は特例処理
を採用している。

　　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　ヘッジ手段
　　　　デリバティブ取引(金

利スワップ及び金
利キャップ取引)

　　　ヘッジ対象
　　　　借入金の金利変動リス

ク

　　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　ヘッジ手段
　　　　デリバティブ取引(金

利スワップ取引)
 
　　　ヘッジ対象
　　　　借入金の金利変動リス

ク

　　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　ヘッジ手段
　　　　デリバティブ取引(金

利スワップ及び金
利キャップ取引)

　　　ヘッジ対象
　　　　借入金の金利変動リス

ク
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

　　ヘッジ方針

　　　ヘッジ取引の実行及び

管理は、経理部内の部

内内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジす

ることとしている。

　　　ヘッジ取引の状況は、経

理部で集計し定期的に

担当役員等に報告して

いる。

　　ヘッジ方針
同左

 

　　ヘッジ方針
同左

 

　　ヘッジの有効性評価の方

法

　　　ヘッジの有効性評価は、

ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間

においてヘッジ対象と

ヘッジ手段それぞれの

相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累

計を比較している。

　　　なお、両者の間には高い

相関関係が認められて

いる。

　　ヘッジの有効性評価の方

法
同左

 

　　ヘッジの有効性評価の方

法
同左

 

　　その他

　　　取引契約は信用力の高

い大手金融機関を相手

先としており、信用リ

スクは極めて少ないも

のと認識している。

　　その他

同左
 

　　その他

同左
 

⑦　消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっている。

⑦　消費税等の会計処理

同左

⑦　消費税等の会計処理

同左

(5) 中間連結(連結)

キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲

　手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっている。

同左 同左
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会計方針の変更

　

前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(固定資産の減価償却方法の変更)

　法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」（法律第６号

　平成19年３月30日)及び「法人税法

施行令の一部を改正する政令」（政

令第83号　平成19年３月30日))に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更している。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微である。

───
 

(固定資産の減価償却方法の変更)

　法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」（法律第６号

　平成19年３月30日)及び「法人税法

施行令の一部を改正する政令」（政

令第83号　平成19年３月30日))に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更している。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微である。

(未使用商品券等引当金)

　当中間連結会計期間から、「租税特

別措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い

（監査・保証実務委員会報告第42号

　平成19年４月13日）」を適用し、当

社グループが発行している商品券等

の未使用分のうち、過年度において

発行から一定期間経過後収益に計上

したものについて、将来の使用に備

えるため、引当金を計上している。ま

た、当該引当金の計上に伴い、未使用

商品券について発行から一定期間経

過後営業外収益に計上する処理は行

わないこととした。

　この変更に伴い、期首時点で計上す

べき引当金1,045百万円を「未使用

商品券等引当金繰入額」として特別

損失に計上した。この結果、経常利益

が17百万円減少し、税金等調整前中

間純損失が1,063百万円増加してい

る。

───
 

(未使用商品券等引当金)

　当連結会計年度より、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い（監

査・保証実務委員会報告第42号　平

成19年４月13日）」を適用し、当社

グループが発行している商品券等の

未使用分のうち、過年度において発

行から一定期間経過後収益に計上し

たものについて、将来の使用に備え

るため、引当金を計上している。ま

た、当該引当金の計上に伴い、未使用

商品券について発行から一定期間経

過後営業外収益に計上する処理は行

わないこととした。

　この変更に伴い、期首時点で計上す

べき引当金1,045百万円を「未使用

商品券等引当金繰入額」として特別

損失に計上した。この結果、経常利益

が31百万円減少し、税金等調整前当

期純利益が1,076百万円減少してい

る。

(役員退職慰労引当金)

　当中間連結会計期間より、「租税特

別措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い

（監査・保証実務委員会報告第42号

　平成19年４月13日）」を適用した

ことにより役員退職慰労引当金を計

上している。

　これにより営業利益及び経常利益

が17百万円減少し、税金等調整前中

間純損失が243百万円多く計上され

ている。

───
 

(役員退職慰労引当金)

　当連結会計年度より、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い（監

査・保証実務委員会報告第42号　平

成19年４月13日）」を適用したこと

により役員退職慰労引当金を計上し

ている。

　これにより営業利益及び経常利益

が38百万円減少し、税金等調整前当

期純利益が264百万円減少している。
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追加情報

　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

不動産賃貸収入の費用

について

　売上高に含めている不動

産賃貸収入に対応する費用

は、従来、販売費及び一般管

理費として処理していた

が、収益と費用とを直接対

応させることにより売上総

利益をより適正に表示する

ために、前連結会計年度か

ら売上原価に計上すること

とした。

　この変更は、前連結会計年

度に不動産賃貸業を行う特

別目的会社を連結の範囲に

含めたことにより不動産賃

貸収入の重要性が高まった

ことを受け、会計処理を見

直したことによるものであ

る。

　なお、前中間連結会計期間

は従来の方法によってい

る。変更後の方法によった

場合と比較して、売上総利

益は348百万円多く計上さ

れている。

─── ───
 

固定資産の減価償却の

方法

─── 　法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令

　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、当中間連

結会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却す

る方法によっている。

　これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益はそれぞれ33百万

円減少している。

　なお、セグメント情報に与

える影響については、当該

箇所に記載している。　

───
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成20年２月29日)

※１　担保に供している資産及び対

応する債務

　(1) 担保に供している資産

土地 17,628百万円

建物 12,754

投資有価
証券

263

計 30,645

※１　担保に供している資産及び対

応する債務

　(1) 担保に供している資産

土地 17,087百万円

建物 11,631

投資有価
証券

252

計 28,971

※１　担保に供している資産及び対

応する債務

　(1) 担保に供している資産

土地 17,087百万円

建物 11,892

投資有価
証券

257

計 29,237

　(2) 対応する債務

短期借入金 400百万円

１年以内
返済予定の
長期借入金

1,979

長期借入金 2,325

計 4,704

　(2) 対応する債務

短期借入金 800百万円

１年以内
返済予定の
長期借入金

1,283

長期借入金 4,815

計 6,899

　(2) 対応する債務

短期借入金 110百万円

１年以内
返済予定の
長期借入金

1,015

長期借入金 960

計 2,086

　(3) 責任財産限定型債務（ノンリ

コースローン）に対する担保

提供資産

　　①担保に供している資産

土地 8,212百万円

建物 2,283

現金及び
預金

1,006

計 11,502

　　②対応する債務

一年以内
返済予定の
長期借入金

440百万円

長期借入金 8,620

計 9,060

本債務は、上記①の担保に供

している資産を含む栄インベス

トメント㈲を対象に融資された

もので、返済は同社の保有資産

の範囲内に限定されるものであ

る。

 

※２　　　　　───

　(3)         ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２　中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理している。

　なお、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高から除かれている。

受取手形　　　　13百万円

支払手形　　　 469百万円

　(3) 責任財産限定型債務（ノンリ

コースローン）に対する担保

提供資産

　　①担保に供している資産

土地 8,212百万円

建物 2,224

現金及び
預金

1,105

計 11,541

　　②対応する債務

一年以内
返済予定の
長期借入金

8,840百万円

計 8,840

 

本債務は、上記①の担保に供

している資産を含む栄インベス

トメント㈲を対象に融資された

もので、返済は同社の保有資産

の範囲内に限定されるものであ

る。

 

※２　　　　　───
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(中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

※１　　　　────

 

※１　　　　────

 

※１　固定資産売却益の内訳は次の

とおりである。

土地 1,800百万円

器具及び備品 2

その他 0

計 1,803

※２　固定資産廃却損の内訳は次の

とおりである。

建物及び構築物 74百万円

器具及び備品 4

その他 0

有形固定資産の
廃却に伴う支出

33

計 111

※２　固定資産廃却損の内訳は次の

とおりである。

建物及び構築物 85百万円

器具及び備品 7

有形固定資産の
廃却に伴う支出

13

計 107

※２　固定資産廃却損の内訳は次の

とおりである。

建物及び構築物 207百万円

器具及び備品 12

その他 35

有形固定資産の
廃却に伴う支出

128

計 383
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 45,348,887 ─ ─ 45,348,887

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 320,079 43,140 ─ 363,219

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りである。

単元未満株式の買取りによる増加 43,140株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当する事項はない。

　

４　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 135 3 平成19年２月28日 平成19年５月25日

　

当中間連結会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 56,618,887 ─ ─ 56,618,887

　

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 377,933 32,830 ─ 410,763

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りである。

単元未満株式の買取りによる増加 32,830株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当する事項はない。

　

４　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日

定時株主総会
普通株式 168 3 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

１　発行済株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 45,348,887 11,270,000 ─ 56,618,887

普通株式の発行済株式総数の増加は、すべて第三者割当による新株発行によるものである。

２　自己株式に関する事項

　

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 320,079 57,854 ─ 377,933

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りである。

単元未満株式の買取りによる増加　 　　　57,854株

　

３　新株予約権等に関する事項

該当する事項はない。

　

４　配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

 定時株主総会
普通株式 135 3 平成19年２月28日 平成19年５月25日

　

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年５月29日

 定時株主総会
普通株式 利益剰余金 168 3 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成19年８月31日)

現金及び預金勘定 1,625百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△163

現金及び現金同等物
の中間期末残高

1,462

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成20年８月31日)

現金及び預金勘定 1,658百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△60

現金及び現金同等物
の中間期末残高

1,597

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成20年２月29日)

現金及び預金勘定 4,641百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△185

現金及び現金同等物
の期末残高

4,456
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

車両
運搬具
(百万円)

器具備品
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

91 1,4501,541

減価償却
累計額相
当額

25 389 415

減損損失
累計額相
当額

46 17 63

中間期末
残高
相当額

19 1,0431,062

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

車両
運搬具
(百万円)

器具備品
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

89 1,3651,454

減価償却
累計額相
当額

26 487 513

減損損失
累計額相
当額

42 14 57

中間期末
残高
相当額

20 862 883

リ－ス物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リ－ス取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

 

車両
運搬具
(百万円)

器具備品
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

95 1,4861,582

減価償却
累計額相
当額

29 498 528

減損損失
累計額相
当額

46 17 63

期末残高
相当額

19 970 990

②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

未経過リース料中間期末残高相当
額

１年以内 236百万円

１年超 868

合計 1,105

リース資産減損勘定中間期末残高

42百万円

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

未経過リース料中間期末残高相当
額

１年以内 230百万円

１年超 681

合計 912

リース資産減損勘定中間期末残高

28百万円

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

②　未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 233百万円

１年超 793

合計 1,026

　　リース資産減損勘定期末残高

36百万円

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リ－ス料期末残高が有形固定

資産期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定している。

③　支払リース料、減価償却費相当

額、リース資産減損勘定の取崩額

及び減損損失

支払リース料 124百万円

減価償却費相当額 116百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
8百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、リース資産減損勘定の取崩額

及び減損損失

支払リース料 117百万円

減価償却費相当額 110百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
7百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、リース資産減損勘定の取崩額

及び減損損失

支払リース料 247百万円

減価償却費相当額 231百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
15百万円

減損損失 2百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

る。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

　

次へ
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(有価証券関係)

Ⅰ　前中間連結会計期間末(平成19年８月31日)

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

株式 280 355 74

債券 219 216 △3

合計 500 571 71

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

種類
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 1,214

非上場債券 5

合計 1,219

　

　

　

Ⅱ　当中間連結会計期間末(平成20年８月31日)

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

株式 282 289 6

債券 220 217 △3

合計 503 506 3

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

種類
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 1,214

非上場債券 5

合計 1,219
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Ⅲ　前連結会計年度末(平成20年２月29日)

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　①　株式 129 189 60

　②　債券 ─ ─ ─

　③　その他 ─ ─ ─

小計 129 189 60

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

　①　株式 152 135 △17

　②　債券 220 219 △0

　③　その他 ─ ─ ─

小計 373 355 △17

合計 502 545 43

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

　非上場株式 1,214

　非上場債券等 5

合計 1,219
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(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年８月31日)

　　　デリバティブ取引はヘッジ会計が適用されている為、注記を省略している。

　

　　当中間連結会計期間末(平成20年８月31日)

　　　デリバティブ取引はヘッジ会計が適用されている為、注記を省略している。

　

　　前連結会計年度末(平成20年２月29日)

　　　デリバティブ取引はヘッジ会計が適用されている為、注記を省略している。

　

(ストック・オプション等関係)

　　前中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

　　　該当する事項はない。

　

　　当中間連結会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

　　　該当する事項はない。

　

　　前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　　　該当する事項はない。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

　

百貨店業
(百万円)

不動産
賃貸業
(百万円)

運送業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

22,0111,345 612 724 24,694 ─ 24,694

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高
　　　又は振替高

2 85 444 61 593 (593) ─

計 22,0141,430 1,057 785 25,287 (593)24,694

　　営業費用 21,960 836 1,033 817 24,648 (596)24,051

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

54 593 23 △32 639 2 642

(注) １　事業区分は日本標準産業分類によっている。

２　その他の事業の内容は、飲食業等である。

　

当中間連結会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

　

百貨店業
(百万円)

不動産
賃貸業
(百万円)

運送業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

21,6391,104 626 784 24,154 ─ 24,154

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高
　　　又は振替高

2 90 520 59 673 (673) ─

計 21,6421,194 1,147 844 24,828 (673)24,154

　　営業費用 21,629 893 1,131 871 24,526 (841)23,684

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

12 301 15 △26 302 168 470

(注) １　事業区分は日本標準産業分類によっている。

２　その他の事業の内容は、飲食業等である。

３　「第５　経理の状況　１中間連結財務諸表等　追加情報(固定資産の減価償却の方法)」に記載の通り、当中間連

結会計期間より、「所得税法等の一部を改正する法律」（平成19年３月30日　法律第６号）及び「法人税法施

行令の一部を改正する政令」（平成19年３月30日　政令第83号）を適用している。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、営業費用が「百貨店業」において28百万円、「不動産賃貸業」

において4百万円、「運送業」において0百万円、「その他の事業」において0百万円増加し、また営業利益がそ

れぞれ同額減少している。
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前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　

百貨店業
(百万円)

不動産
賃貸業
(百万円)

運送業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

45,5442,625 1,167 1,42550,763 ― 50,763

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高
　　　又は振替高

6 220 945 127 1,299(1,299) ―

計 45,5512,845 2,113 1,55252,062(1,299)50,763

　　営業費用 45,3472,105 2,072 1,60351,128(1,727)49,401

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

203 740 40 △50 934 427 1,361

(注) １　事業区分は日本標準産業分類によっている。

２　その他の事業の内容は、飲食業等である。

　

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はない。

　

当中間連結会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はない。

　

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はない。

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

国内売上のみのため該当事項はない。

　

当中間連結会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

国内売上のみのため該当事項はない。

　

前連結会計年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

国内売上のみのため該当事項はない。
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(１株当たり情報)

　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 302.05円 335.46円 334.21円

１株当たり中間(当期)
純利益又は１株当たり
中間純損失(△)

△17.11円 4.70円 19.26円

潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)純利益

　なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につ
いては、１株当たり中間
純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記
載していない。

　なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につ
いては、潜在株式が存在
しないため記載していな
い。
 

　なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在
しないため記載していな
い。

(注)　算定上の基礎

１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失

　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

　中間(当期)純利益又は
　中間純損失(△)(百万円)

△770 264 902

　普通株主に帰属しない金額
　(百万円)

─ ─ ─

　普通株式に係る中間(当期)
　純利益又は中間純損失(△)
　(百万円)

△770 264 902

　普通株式の期中
　平均株式数(株)

45,005,921 56,225,593 46,869,066

　

(2) 【その他】

該当する事項はない。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 324 436 3,151

　２　受取手形 ※４ 39 11 88

　３　売掛金 926 758 840

　４　たな卸資産 1,090 982 1,071

　５　関係会社
      短期貸付金

2,000 520 2,590

　６　繰延税金資産 268 187 161

　７　その他 896 1,071 1,029

　８　貸倒引当金 △2,015 △93 △2,596

　　　流動資産合計 3,5309.2 3,8748.5 6,33615.8

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産※１

　　１　建物 ※２ 11,332 10,308 10,536

　　２　土地 ※２ 18,449 17,844 17,844

　　３　その他 405 367 398

　　　有形固定資産
　　　合計

30,187 28,520 28,779

　(2) 無形固定資産 61 125 130

　(3) 投資その他の
　　　資産

　　１　投資有価証券 ※２ 1,906 1,856 1,890

　　２　長期貸付金 19 18 19

　　３　関係会社
　　　　長期貸付金

─ 8,150 ─

　　４　差入保証金 461 436 458

　　５　その他 2,059 2,435 2,437

　　６　貸倒引当金 △36 △4 △4

　　　投資その他の
　　　資産合計

4,410 12,893 4,801

　　　固定資産合計 34,65990.7 41,54091.4 33,71184.1

Ⅲ　繰延資産

　　１　社債発行費 19 31 35

　　　繰延資産合計 19 0.1 31 0.1 35 0.1

　　　資産合計 38,209100.0 45,445100.0 40,084100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※４ 892 729 828

　２　買掛金 1,762 1,715 1,771

　３　短期借入金 ※２ 700 1,400 ─

　４　１年以内返済
　　　予定の
　　　長期借入金

※２ 3,684 3,541 2,620

　５　１年以内償還
　　　予定の社債

440 650 670

　６　未払法人税等 13 12 19

　７　賞与引当金 8 8 2

　８　ポイント金券
　　　引当金

46 50 48

　９　未使用商品券等
　　　引当金

537 455 491

　10　債務保証損失
　　　引当金

665 149 155

　11　その他 2,260 2,311 2,469

　　　流動負債合計 11,01128.8 11,02324.2 9,07622.7

Ⅱ　固定負債

　１　社債 950 1,300 1,625

　２　長期借入金 ※２ 6,762 8,435 4,587

　３　再評価に係る
　　　繰延税金負債

4,699 4,576 4,576

　４　繰延税金負債 893 873 887

　５　退職給付引当金 202 255 227

　６　役員退職慰労
　　　引当金

193 109 208

　７　預り保証金 678 547 571

　８　その他 ─ 163 187

　　　固定負債合計 14,38037.7 16,26135.8 12,87032.1

　　　負債合計 25,39166.5 27,28460.0 21,94754.8
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　(1) 資本金 4,68112.3 6,46214.2 6,46216.1

　(2) 資本剰余金

　　１　資本準備金 1,993 3,774 3,774

　　　資本剰余金合計 1,9935.2 3,7748.3 3,7749.4

　(3) 利益剰余金

　　１　その他
　　　　利益剰余金

　　　　繰越利益
　　　　剰余金

△633 1,261 1,205

　　　利益剰余金合計 △633△1.7 1,2612.8 1,2053.0

　(4) 自己株式 △80△0.2 △95△0.2 △85△0.2

　　株主資本合計 5,96115.6 11,40225.1 11,35628.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

41 0.1 7 0.0 28 0.1

　２　土地再評価
　　　差額金

6,81517.8 6,75114.9 6,75116.8

　　評価・換算差額等
　　合計

6,85617.9 6,75814.9 6,78016.9

　　純資産合計 12,81733.5 18,16040.0 18,13645.2

　　負債及び純資産
　　合計

38,209100.0 45,445100.0 40,084100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 17,774100.0 17,516100.0 36,775100.0

Ⅱ　売上原価 14,08379.2 13,93679.6 29,25879.6

　　　売上総利益 3,69120.8 3,57920.4 7,51720.4

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

3,54920.0 3,47019.8 7,18119.5

　　　営業利益 141 0.8 109 0.6 335 0.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 135 0.8 365 2.1 658 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２ 245 1.4 201 1.1 473 1.3

　　　経常利益 32 0.2 272 1.6 520 1.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 680 3.8 30 0.2 2,4806.7

Ⅶ　特別損失 ※４ 1,6299.2 101 0.6 2,1595.8

　　　税引前中間
　　　(当期)純利益
　　　又は税引前
　　　中間純損失(△)

△917△5.2 201 1.2 842 2.3

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

2 2 4

　　　法人税等調整額 69 72 0.4 △25 △23△0.1 53 57 0.2

　　　中間(当期)
　　　純利益又は
　　　中間純損失(△)

△989△5.6 225 1.3 784 2.1
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 4,681 1,993 1,993 491 491 △65 7,100

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △135 △135 △135

　中間純損失 △989 △989 △989

　自己株式の取得 ─ △14 △14

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

─ ─ ─ △1,124 △1,124 △14 △1,139

平成19年８月31日残高(百万円) 4,681 1,993 1,993 △633 △633 △80 5,961

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 72 6,815 6,888 13,988

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △135

　中間純損失 ─ △989

　自己株式の取得 ─ △14

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

△31 △31 △31

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

△31 ─ △31 △1,170

平成19年８月31日残高(百万円) 41 6,815 6,856 12,817
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当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成20年２月29日残高(百万円) 6,462 3,774 3,774 1,205 1,205 △85 11,356

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △168 △168 △168

　中間純利益 225 225 225

　自己株式の取得 ─ △10 △10

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

─ ─ ─ 56 56 △10 46

平成20年８月31日残高(百万円) 6,462 3,774 3,774 1,261 1,261 △95 11,402

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高(百万円) 28 6,751 6,780 18,136

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 ─ △168

　中間純利益 ─ 225

　自己株式の取得 ─ △10

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

△21 △21 △21

中間会計期間中の変動額合計
(百万円)

△21 ─ △21 24

平成20年８月31日残高(百万円) 7 6,751 6,758 18,160
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前事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(百万円) 4,681 1,993 1,993

事業年度中の変動額

　新株の発行 1,780 1,780 1,780

事業年度中の変動額合計(百万円) 1,780 1,780 1,780

平成20年２月29日残高(百万円) 6,462 3,774 3,774

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 491 491 △65 7,100

事業年度中の変動額

　新株の発行 ─ 3,561

　剰余金の配当 △135 △135 △135

　当期純利益 784 784 784

　自己株式の取得 ─ △19 △19

　土地再評価差額金の取崩 64 64 64

事業年度中の変動額合計(百万円) 713 713 △19 4,256

平成20年２月29日残高(百万円) 1,205 1,205 △85 11,356

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 72 6,815 6,888 13,988

事業年度中の変動額

　新株の発行 ─ 3,561

　剰余金の配当 ─ △135

　当期純利益 ─ 784

　自己株式の取得 ─ △19

　土地再評価差額金の取崩 ─ 64

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△43 △64 △107 △107

事業年度中の変動額合計(百万円) △43 △64 △107 4,148

平成20年２月29日残高(百万円) 28 6,751 6,780 18,136
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１　資産の評価基準及

び評価方法

　(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株

式

　移動平均法による原価法

同左 同左

その他有価証券

　時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法

　　(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定している)

同左
 

 

 

 

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基

づく時価法

　　(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定している)

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　

　

　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　(2) デリバティブ デリバティブ取引

　　時価法

同左 同左

　(3) たな卸資産 商品　　売価還元法による原

価法

　　　　ただし、土地・絵画・

工芸品・証券につ

いては個別原価法

同左 同左

貯蔵品　先入先出法による

原価法

同左 同左

２　固定資産の減価償

却の方法

　　有形固定資産 　建物

　平成19年３月31日以前に

取得したものについては、

旧定額法によっている。

　平成19年４月１日以降に

取得したものについては、

定額法によっている。

　なお、平成10年度の税制改

正により、耐用年数の短縮

が行なわれているが、改正

前の耐用年数を継続して適

用している。

同左 　　　　　同左

　　 　その他

　平成19年３月31日以前に

取得したものについては、

旧定率法によっている。

　平成19年４月１日以降に

取得したものについては、

定率法によっている。

　　無形固定資産 　定額法によっている。

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては社内にお

ける利用可能期間(５年)に

基づく定額法。

同左 同左

EDINET提出書類

株式会社丸栄(E03022)

半期報告書

49/65



項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

３　繰延資産の処理方

法

　　社債発行費 　社債の償還期間にわたり、

定額法により償却（月割償

却）している。なお、会社法

施行前に発生した社債発行

費については、３年間で均

等償却している。

　社債の償還期間にわたり、

定額法により償却（月割償

却）している。

　社債の償還期間にわたり、

定額法により償却（月割償

却）している。なお、会社法

施行前に発生した社債発行

費については、３年間で均

等償却している。

　　株式交付費 ――― ――― 　支出時に全額費用として

いる。

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金は、将来に

おける債権の貸倒れによ

る損失に備えるために、

一般債権については、貸

倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別

に回収可能性を検討し回

収不能見込額を計上して

いる。

(1) 　　　同左 (1) 　　　同左

(2) 賞与引当金は、従業員

に対する賞与の支出に備

えるために、賞与支給見

込額を計上している。

(2) 　　　同左 (2) 　　　同左

(3) ポイント金券引当金

は、ポイントカードの使

用により付与されたポイ

ントの将来の使用に備え

るため、当中間会計期間

末におけるポイント金券

残高に対する将来使用さ

れると見込まれる額のう

ち費用負担となる原価相

当額を計上している。

(3) 　　　同左 (3) ポイント金券引当金

は、ポイントカードの使

用により付与されたポイ

ントの将来の使用に備え

るため、当事業年度末に

おけるポイント金券残高

に対する将来使用される

と見込まれる額のうち費

用負担となる原価相当額

を計上している。

（4）未使用商品券等引当

金は、当社が発行してい

る商品券等の未使用分の

うち、過年度において発

行から一定期間経過後収

益に計上したものについ

て、将来の使用に備える

ため、過去の実績に基づ

く将来の使用見込額を計

上している。

(4) 　　　同左 （4）　　 同左

(5) 債務保証損失引当金

は、債務保証に関して生

じる損失に備えるため、

被保証会社の財政状態等

を勘案して損失負担見込

相当額を計上している。

(5) 　　　同左

 

(5) 　　　同左
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(6) 退職給付引当金は、従

業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してい

る。

　　なお、会計基準変更時差

異については、15年償却

することとし、当中間期

においてはその２分の１

を販売費及び一般管理費

に計上している。

　　数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(12年)による定額

法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業

年度より費用処理して

いる。

(6) 退職給付引当金は、従

業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してい

る。

　　なお、会計基準変更時差

異については、15年償却

することとし、当中間期

においてはその２分の１

を販売費及び一般管理費

に計上している。

　　数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の

年数(11年)による定額

法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業

年度より費用処理して

いる。

(6) 退職給付引当金は、従

業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき

当事業年度末において発

生していると認められる

額を計上している。

　　なお、会計基準変更時差

異については、15年償却

することとし、当期にお

いて販売費及び一般管理

費に計上している。

　　数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(11年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度より費

用処理している。

（7）役員退職慰労引当金

は、役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規

に基づく当中間会計期間

末要支給見積額を計上し

ている。

(7) 　　　同左 （7）役員退職慰労引当金

は、役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規

に基づく当事業年度末要

支給見積額を計上してい

る。

５　リース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

いる。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

６　ヘッジ会計の方法 (1) 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用し

ている。

　　金利スワップ及び金利

キャップについては特例

処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用

している。

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用し

ている。

　　金利スワップについては

特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を

採用している。

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ

会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用し

ている。

　　金利スワップ及び金利

キャップについては特例

処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用

している。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

　　ヘッジ手段

　　　デリバティブ取引(金利

スワップ及び金利

キャップ取引)

　　ヘッジ対象

　　　借入金の金利変動リス

ク

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

　　ヘッジ手段

　　　デリバティブ取引(金利

スワップ取引)

 

　　ヘッジ対象

　　　借入金の金利変動リス

ク

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

　　ヘッジ手段

　　　デリバティブ取引(金利

スワップ及び金利

キャップ取引)

　　ヘッジ対象

　　　借入金の金利変動リス

ク

(3) ヘッジ方針

　　ヘッジ取引の実行及び管

理は、経理部内の部内内

規に基づき、金利変動リ

スクをヘッジすることと

している。ヘッジ取引の

状況は経理部で集計し定

期的に担当役員等に報告

している。

(3) 　　　同左

 

 

(3) 　　　同左

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

　　ヘッジの有効性評価は、

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間にお

いてヘッジ対象とヘッジ

手段それぞれの相場変動

又はキャッシュ・フロー

変動の累計を比較してい

る。

　　なお、両者の間には高い

相関関係が認められてい

る。

(4) 　　　同左

 

 

 

(4) 　　　同左

 

 

 

(5) その他

　　取引契約は信用力の高い

大手金融機関を相手先と

しており、信用リスクは

極めて少ないものと認識

している。

(5) 　　　同左

 

 

(5) 　　　同左

 

 

７　その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっている。

　なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ、

流動負債の「その他」に含

めて計上している。

消費税等の会計処理
同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっている。
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会計方針の変更

　

前中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

(固定資産の減価償却方法の変更)

　法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」（法律第６号

　平成19年３月30日)及び「法人税法

施行令の一部を改正する政令」（政

令第83号　平成19年３月30日))に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更している。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微である。

―――

 

(固定資産の減価償却方法の変更)

　法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」（法律第６号

　平成19年３月30日)及び「法人税法

施行令の一部を改正する政令」（政

令第83号　平成19年３月30日))に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更している。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微である。

(未使用商品券等引当金)

　当中間会計期間から、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い（監

査・保証実務委員会報告第42号　平

成19年４月13日）」を適用し、当社

が発行している商品券等の未使用分

のうち、過年度において発行から一

定期間経過後収益に計上したものに

ついて、将来の使用に備えるため、引

当金を計上している。また、当該引当

金の計上に伴い、未使用商品券につ

いて発行から一定期間経過後営業外

収益に計上する処理は行わないこと

とした。

　この変更に伴い、期首時点で計上す

べき引当金597百万円を「未使用商

品券等引当金繰入額」として特別損

失に計上した。この結果、経常利益が

３百万円減少し、税引前中間純損失

が601百万円増加している。

―――

 

(未使用商品券等引当金)

　当事業年度より、「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い（監査・

保証実務委員会報告第42号　平成19

年４月13日）」を適用し、当社が発

行している商品券等の未使用分のう

ち、過年度において発行から一定期

間経過後収益に計上したものについ

て、将来の使用に備えるため、引当金

を計上している。また、当該引当金の

計上に伴い、未使用商品券について

発行から一定期間経過後営業外収益

に計上する処理は行わないこととし

た。

　この変更に伴い、期首時点で計上す

べき引当金597百万円を「未使用商

品券等引当金繰入額」として特別損

失に計上した。この結果、経常利益が

0百万円減少し、税引前当期純利益が

598百万円減少している。

(役員退職慰労引当金)

　当中間会計期間より、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い（監

査・保証実務委員会報告第42号　平

成19年４月13日）」を適用したこと

により役員退職慰労引当金を計上し

ている。

　これにより営業利益及び経常利益

が14百万円減少し、税引前中間純損

失が193百万円多く計上されている。

――― (役員退職慰労引当金)

　当事業年度より、「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い（監査・

保証実務委員会報告第42号　平成19

年４月13日）」を適用したことによ

り役員退職慰労引当金を計上してい

る。

　これにより営業利益及び経常利益

が29百万円減少し、税引前当期純利

益が208百万円減少している。
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表示方法の変更

　

前中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

(中間貸借対照表)

　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示していた「関係会社短期貸付金」（前中間会計

期間1,500百万円）については、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より区分掲記している。

────

　

追加情報

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

不動産賃貸収入の費用

について

　売上高に含めている不動

産賃貸収入に対応する費用

は、従来、販売費及び一般管

理費として処理していた

が、収益と費用とを直接対

応させることにより売上総

利益をより適正に表示する

ために、前事業年度から売

上原価に計上することとし

た。

　この変更は、前事業年度に

不動産賃貸業を行う特別目

的会社を連結の範囲に含め

たことにより連結上の不動

産賃貸収入の重要性が高

まったことを受け、当社を

含む連結グループの会計処

理を見直したことによるも

のである。

　なお、前中間会計期間は従

来の方法によっている。変

更後の方法によった場合と

比較して、売上総利益は348

百万円多く計上されてい

る。

────

 

────

固定資産の減価償却の

方法

──── 　法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令

　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、当中間会

計期間から、平成19年３月

31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方

法によっている。

　これにより、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益はそれぞれ31百万円減少

している。　

────
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

14,194百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

14,341百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

13,983百万円

※２　担保に供している資産及び対

応する債務

　(1) 担保に供している資産

土地 16,141百万円

建物 10,173

投資有価
証券

216

計 26,531

※２　担保に供している資産及び対

応する債務

　(1) 担保に供している資産

土地 15,600百万円

建物 9,209

投資有価
証券

217

計 25,026

※２　担保に供している資産及び対

応する債務

　(1) 担保に供している資産

土地 15,600百万円

建物 9,408

投資有価
証券

219

計 25,228

　(2) 対応する債務

短期借入金 300百万円

１年以内
返済予定の
長期借入金

1,499

長期借入金 1,967

計 3,766

　(2) 対応する債務

短期借入金 700百万円

１年以内
返済予定の
長期借入金

1,033

長期借入金 4,234

計 5,967

　(2) 対応する債務

一年以内
返済予定の
長期借入金

581百万円

長期借入金 560

計 1,141

　３　偶発債務

　(1)保証債務

　　①　関係会社の金融機関借入に対

する保証

㈱豊橋丸栄 3,698百万円

㈱国際フード
サービス

180百万円

　３　偶発債務

　(1)保証債務

　　①　関係会社の金融機関借入に対

する保証

㈱豊橋丸栄 3,029百万円

㈱国際フード
サービス

100百万円

　３　偶発債務

　(1)保証債務

　　①　関係会社の金融機関借入に対

する保証

㈱豊橋丸栄 3,061百万円

㈱国際フード
サービス

100百万円

　　②　商品券発行に対する保証

㈱豊橋丸栄 183百万円

 

　　②　商品券発行に対する保証

㈱豊橋丸栄 299百万円

 

　　②　商品券発行に対する保証

㈱豊橋丸栄 217百万円

 

　　③　割賦金に対する保証

㈱豊橋丸栄 16百万円

 

　　③　割賦金に対する保証

㈱豊橋丸栄 6百万円

 

　　③　割賦金に対する保証

㈱豊橋丸栄 12百万円

 

　　④　前受業務保証金供託委託契約

に対する保証

㈱丸栄友の会 453百万円

※４         ────

　　④　前受業務保証金供託委託契約

に対する保証

㈱丸栄友の会 560百万円

※４　中間会計期間末日満期手形の
　　会計処理については、満期日に
　　決済が行われているものとして
　　処理している。
　　　なお、当中間会計期間末日が
　　金融機関の休日であったため、
　　次の中間会計期間末日満期手形
　　が、中間会計期間末残高から除
    かれている。
　　受取手形　　　　　　0百万円
　　支払手形　　　　　285百万円

　　④　前受業務保証金供託委託契約

に対する保証

㈱丸栄友の会 560百万円

※４         ────
 

　

次へ
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(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息 32百万円

受取配当金 30百万円

売場改装
協力金

48百万円

※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息 61百万円

受取配当金 189百万円

売場改装
協力金

97百万円

※１　営業外収益のうち主要項目

受取利息 55百万円

受取配当金 454百万円

売場改装
協力金

97百万円

※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息 155百万円

※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息 135百万円

※２　営業外費用のうち主要項目

支払利息 293百万円

※３　特別利益のうち主要項目

投資有価
証券売却益

680百万円

※３　特別利益のうち主要項目

役員退職慰労
引当金戻入益

30百万円

※３　特別利益のうち主要項目

固定資産売却益 1,800百万円

投資有価証券
売却益

680百万円

※４　特別損失のうち主要項目

役員退職慰労
引当金繰入額

194百万円

債務保証損失
引当金繰入額

565百万円

未使用商品券等
引当金繰入額

597百万円

※４　特別損失のうち主要項目

固定資産廃却損 77百万円

貸倒引当金
繰入額

24百万円

※４　特別損失のうち主要項目

役員退職慰労
引当金繰入額

194百万円

固定資産廃却損 366百万円

貸倒引当金
繰入額

514百万円

未使用商品券等
引当金繰入額

597百万円

　５　減価償却実施額

有形固定
資産

365百万円

無形固定
資産

0百万円

計 365百万円

　５　減価償却実施額

有形固定
資産

398百万円

無形固定
資産

7百万円

計 405百万円

　５　減価償却実施額

有形固定
資産

738百万円

無形固定
資産

1百万円

計 740百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)
　
１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 320,079 43,140 ─ 363,219
　

(変動事由の概要) 

　増加数の内訳は、次の通りである。

　　単元未満株式の買取りによる増加　　43,140株

　

　

　

当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)
　
１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 377,933 32,830 ─ 410,763
　

(変動事由の概要) 

　増加数の内訳は、次の通りである。

　　単元未満株式の買取りによる増加　　32,830株

　

　

　

前事業年度(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)
　
１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 320,079 57,854 ─ 377,933
　

(変動事由の概要)

　増加数の内訳は、次の通りである。

　　単元未満株式の買取りによる増加　　57,854株
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(リース取引関係)

　
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

器具備品
(百万円)

取得価額
相当額

1,323

減価償却
累計額
相当額

335

中間期末
残高
相当額

988

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

器具備品
(百万円)

取得価額
相当額

1,269

減価償却
累計額
相当額

445

中間期末
残高
相当額

823

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

器具備品
(百万円)

取得価額
相当額

1,360

減価償却
累計額
相当額

435

期末残高
相当額

924

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 200百万円

１年超 787

合計 988

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 197百万円

１年超 626

合計 823

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

②　未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 199百万円

１年超 725

合計 924

なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定している。

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 104百万円

減価償却費相当額 104百万円

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 100百万円

減価償却費相当額 100百万円

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 209百万円

減価償却費相当額 209百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

る。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

　

(有価証券関係)

前中間会計期間(平成19年８月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

　

当中間会計期間(平成20年８月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

　

前事業年度(平成20年２月29日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

　

　

(１株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
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(2) 【その他】

該当する事項はない。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第89期)

自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日

平成20年５月29日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当する事項はない。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年11月29日

株式会社丸栄

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　柴　　山　　昭　　三

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　後　　藤　　貞　　明

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　佐 久 間    清    光

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社丸栄の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、株式会社丸栄及び連結子会社の平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から、「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い(監査・保証実務委員

会報告第42号　平成19年４月13日)」を適用して中間連結財務諸表を作成している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　　

　　　　　　　　　　　　

以　　上

　
 
(※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。
　

EDINET提出書類

株式会社丸栄(E03022)

半期報告書

62/65



独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年11月27日

株式会社丸栄

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　柴　　山　　昭　　三

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　佐 久 間    清    光

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　楠　　元　　　　　宏

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社丸栄の平成20年３月１日から平成21年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計

期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、株式会社丸栄及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　　

　　　　　　　　　　　　

以　　上

　
 
(※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年11月29日

株式会社丸栄

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　柴　　山　　昭　　三

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　後　　藤　　貞　　明

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　佐 久 間    清    光

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社丸栄の平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第89期事業年度の中間会計期

間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社丸栄の平成19年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

　

追記情報

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から、「租税特別措置法上の準備金及び特

別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い(監査・保証実務委員会報

告第42号　平成19年４月13日)」を適用して中間財務諸表を作成している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　
 
(※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年11月27日

株式会社丸栄

取締役会　御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　柴　　山　　昭　　三

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　佐 久 間    清    光

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　楠 　 元    　    宏

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社丸栄の平成20年３月１日から平成21年２月28日までの第90期事業年度の中間会計期

間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社丸栄の平成20年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　
 
(※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。
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